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タイトル
営業時間短縮要請期間の延長にかかる協力金
関連予算を追加しました

長崎県が実施している営業時間短縮要請期間の延長にかかる
協力金を追加した総額７，５２７万２千円の補正予算を、８月
２０日付け専決処分しました。

補正予算の内容は、次のとおりです。

営業時間時短要請協力金
要請期間：(第２期)令和３年８月２４日（火）～９月６日

（月）
要請内容：飲食店等の営業時間を午後８時までに短縮

（酒類の提供は午後７時まで）
※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の
認証店は、営業時間を午後９時までに短縮
（酒類の提供は午後８時まで）

協力金：要請期間中のすべての日において、時短要請に
協力した店舗を対象に協力金を支給

支給額：25,000円～75,000円

詳細は、令和３年度南島原市補正予算（第６号）の概要を
ご覧ください。
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